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１ 勤務時間外在校時間（時間外勤務）
勤務時間外在校時間、月６０時間以上の教職員の割合

を縮減します。

２ 事務処理に係る時間
勤務時間及び勤務時間外在校時間において、事務処理

に係る時間を縮減します。

３ 児童生徒の学力
熊本県学力調査において、阿蘇市全体の平均と県平均

と比較した値を上昇させます。

４ 業務改善に係る重点取組目標
重点取組目標を１項目以上設定し、学校評価に連動さ

せる取組をすべての小中学校で実施します。

５ 定時退勤日
阿蘇市全体で毎月１日、各小中学校で毎月１日の定時

退勤日を設定し、実施します。

６ 部活動の休養日
すべての中学校で部活動の休養日を設定し、学校全体

の負担軽減につなげます。

７ 閉庁日
すべての小中学校で夏季休業中の８月１３日、１４

日、１５日の３日間を閉庁日として設定し、学校全体
の負担軽減につなげます。

※ 検 証

① 上記１・２については、４・１０・１月実施の調査にて

② 上記３については、１２月実施の熊本県学力調査にて

③ 上記４～７については、１０・１月実施の取組調査にて


